
人
事
院
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
二
―
三
（
人
事
院
事
務
総
局

等
の
組
織
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

人
事
院
総
裁

一

宮

な
ほ
み

人
事
院
規
則
二
―
三
―
三
九

人
事
院
規
則
二
―
三
（
人
事
院
事
務
総
局
等
の
組
織
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
二
―
三
（
人
事
院
事
務
総
局
等
の
組
織
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。

改

正

後

改

正

前

（
審
議
官
、
公
文
書
監
理
官
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ

（
審
議
官
、
公
文
書
監
理
官
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ



ィ
・
情
報
化
審
議
官
、
職
員
団
体
審
議
官
及
び
試
験
審

ィ
・
情
報
化
審
議
官
、
職
員
団
体
審
議
官
及
び
試
験
審

議
官
）

議
官
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

公
文
書
監
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
人
事
院
の
所
掌

４

公
文
書
監
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
人
事
院
の
所
掌

事
務
に
関
す
る
公
文
書
類
の
管
理
並
び
に
こ
れ
に
関
連

事
務
に
関
す
る
公
文
書
類
の
管
理
及
び
こ
れ
に
関
連
す

す
る
情
報
の
公
開
及
び
個
人
情
報
の
保
護
の
適
正
な
実

る
情
報
の
公
開
の
適
正
な
実
施
の
確
保
に
係
る
重
要
事

施
の
確
保
に
係
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
事
務
並
び
に

項
に
つ
い
て
の
事
務
並
び
に
関
係
事
務
を
総
括
整
理
す

関
係
事
務
を
総
括
整
理
す
る
。

る
。

５
～
７

（
略
）

５
～
７

（
略
）

（
公
文
書
監
理
室
の
所
掌
事
務
）

（
公
文
書
監
理
室
の
所
掌
事
務
）

第
十
二
条
の
三

公
文
書
監
理
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務

第
十
二
条
の
三

公
文
書
監
理
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務

を
つ
か
さ
ど
る
。

を
つ
か
さ
ど
る
。



一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

人
事
院
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

（
新
設
）

こ
と
。

（
情
報
管
理
室
の
所
掌
事
務
）

（
情
報
管
理
室
の
所
掌
事
務
）

第
十
二
条
の
四

情
報
管
理
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を

第
十
二
条
の
四

情
報
管
理
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を

つ
か
さ
ど
る
。

つ
か
さ
ど
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
削
る
）

四

人
事
院
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


